
労働者派遣事業に係る情報提供 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項及び同法施 

行規則第 18 条の 2 第 3 項の規定に基づき、下記のとおり情報提供します。 

 

対象期間 2025 年 ４ 月 1 日～2026 年  3月 31 日 

 

 

 

 

労働者派遣等実績 

 

 

 

 

 

 

 

➢ マージンには、派遣元が負担する法定福利費（労災･社会保険料等）や教育訓練費、事業経費などが含まれています。 
 

マージン率（％）= 

③労働者派遣に関する料金額の平均額－④派遣労働者の賃金額の平均額 
×100 

③労働者派遣に関する料金額の平均額 

 
 

 

許可番号 派 01-300594 許可年月日 2016 年 4 月 1 日 

事業所の名称 事業所の所在地 

株式会社アルファ技研 北海道札幌市西区西町南21丁目2-11 

 

項  目 数量 

①派遣労働者数（2025年６月１日時点） 2名 

②労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

※事業年度あたりの事業所数（実数） 
１事業所 

③労働者派遣の料金平均額 

※１日８時間当たりの額の全業務平均 
86,117円 

④派遣労働者の賃金平均額 

※１日８時間当たりの額の全業務平均 
51,861円 

⑤マージン率の平均 

※小数点以下第２位を四捨五入 
39.8％ 

 


